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特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
方
法
の
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
新
旧
対
照
条
文

◎
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
方
法
の
細
目
（
平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告
示
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
）

（
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
条

規
則
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
特

第
二
条

規
則
第
二
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
特

定
動
物
の
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

定
動
物
の
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

哺
乳
綱
に
属
す
る
動
物

特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め

一

哺
乳
綱
に
属
す
る
動
物

特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め

ほ

ほ

る
部
位
に
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
一
一
七
八
四
号
及
び
第
一
一

る
部
位
に
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
第
一
一
七
八
四
号
及
び
第
一
一

七
八
五
号
に
適
合
す
る
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
以
下
「
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

七
八
五
号
に
適
合
す
る
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
（
以
下
「
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

」
と
い
う
。
）
の
埋
込
み
を
行
い
、
獣
医
師
が
発
行
し
た
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

」
と
い
う
。
）
の
埋
込
み
を
行
い
、
獣
医
師
が
発
行
し
た
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

の
埋
込
み
の
事
実
及
び
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
を
添
付
し
、
飼
養
又
は
保

の
埋
込
み
の
事
実
及
び
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
を
添
付
し
、
飼
養
又
は
保

管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
幼

管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
幼

齢
の
期
間
が
終
了
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
と
し
、
飼
養
又
は
保
管
を
開
始

齢
の
期
間
が
終
了
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
と
し
、
飼
養
又
は
保
管
を
開
始

し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
当
該
特
定
動
物
の
譲
渡
し
又
は
引
渡
し
を
す
る

し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
当
該
特
定
動
物
の
譲
渡
し
又
は
引
渡
し
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
ま
で
と
す
る
。
）
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
ま
で
と
す
る
。
）
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る

こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限

こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
な
い
。

イ

入
れ
墨
等
に
よ
る
識
別
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
措

イ

入
れ
墨
等
に
よ
る
識
別
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
措

置
の
実
施
部
位
及
び
識
別
番
号
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を

置
の
実
施
部
位
及
び
識
別
番
号
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を

飼
養
又
は
保
管
の
許
可
申
請
書
に
添
付
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
内
容
を
第

飼
養
又
は
保
管
の
許
可
申
請
書
に
添
付
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
内
容
を
第

三
条
第
四
号
イ
の
台
帳
に
記
録
し
て
い
る
場
合
（
特
定
動
物
を
試
験
研
究

三
条
第
三
号
イ
の
台
帳
に
記
録
し
て
い
る
場
合
（
特
定
動
物
を
試
験
研
究
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用
又
は
生
物
学
的
製
剤
の
製
造
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）

用
又
は
生
物
学
的
製
剤
の
製
造
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ホ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
二
条
に
規

ホ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
八
条
に
規

定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助
教
若
し
く
は
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認

定
す
る
教
授
、
助
教
授
、
助
手
若
し
く
は
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認

め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
試
験
研
究
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
又
は
保
管

め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
試
験
研
究
に
供
す
る
た
め
に
飼
養
又
は
保
管

を
す
る
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に

を
す
る
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に

定
め
る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
規
格
マ

定
め
る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
規
格
マ

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類

イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類

を
添
付
し
、
当
該
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十

を
添
付
し
、
当
該
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十

日
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
場
合

日
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
場
合

へ
・
ト

（
略
）

へ
・
ト

（
略
）

二

鳥
綱
に
属
す
る
動
物

特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め

二

鳥
綱
に
属
す
る
動
物

特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め

る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
獣
医
師
が
発
行
し
た

る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
獣
医
師
が
発
行
し
た

規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
を

規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
を

添
付
し
、
又
は
、
脚
部
に
識
別
番
号
を
付
け
た
脚
環
を
装
着
し
、
当
該
脚
環

添
付
し
、
又
は
、
脚
部
に
識
別
番
号
を
付
け
た
脚
環
を
装
着
し
、
当
該
脚
環

の
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
及
び
装
着
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
添
付
し
、

の
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
及
び
装
着
状
況
を
撮
影
し
た
写
真
を
添
付
し
、

飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に

飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
ハ
に
該
当
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
幼
齢
の
期
間
が
終
了
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
と
し
、
飼
養
又
は

あ
っ
て
は
幼
齢
の
期
間
が
終
了
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
と
し
、
飼
養
又
は

保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
当
該
特
定
動
物
の
譲
渡
し
又
は
引

保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
当
該
特
定
動
物
の
譲
渡
し
又
は
引

渡
し
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
ま
で
と
す
る
。
）
に
都
道
府
県
知
事

渡
し
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
ま
で
と
す
る
。
）
に
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て

に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

翼
帯
等
に
よ
る
識
別
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置

イ

翼
帯
等
に
よ
る
識
別
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
措
置
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の
実
施
部
位
及
び
識
別
番
号
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
飼

の
実
施
部
位
及
び
識
別
番
号
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
飼

養
又
は
保
管
の
許
可
申
請
書
に
添
付
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
内
容
を
第
三

養
又
は
保
管
の
許
可
申
請
書
に
添
付
し
、
か
つ
、
当
該
措
置
内
容
を
第
三

条
第
四
号
イ
の
台
帳
に
記
録
し
て
い
る
場
合
（
特
定
動
物
を
試
験
研
究
用

条
第
三
号
イ
の
台
帳
に
記
録
し
て
い
る
場
合
（
特
定
動
物
を
試
験
研
究
用

又
は
生
物
学
的
製
剤
の
製
造
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）

又
は
生
物
学
的
製
剤
の
製
造
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ホ

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助
教
若
し
く

ホ

学
校
教
育
法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
教
授
、
助
教
授
、
助
手
若
し
く

は
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
試
験
研
究

は
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
試
験
研
究

に
供
す
る
た
め
に
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
特
定
動

に
供
す
る
た
め
に
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
特
定
動

物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め
る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め
る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び

の
埋
込
み
を
行
い
、
当
該
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び

そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
、
当
該
特
定
動
物
の
飼
養
又

そ
の
識
別
番
号
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
、
当
該
特
定
動
物
の
飼
養
又

は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る

は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る

場
合

場
合

へ
・
ト

（
略
）

へ
・
ト

（
略
）

三

爬
虫
綱
に
属
す
る
動
物

特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め

三

爬
虫
綱
に
属
す
る
動
物

特
定
動
物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め

は

は

る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
獣
医
師
が
発
行
し
た

る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
を
行
い
、
獣
医
師
が
発
行
し
た

規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
を

規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
埋
込
み
の
事
実
及
び
識
別
番
号
に
係
る
証
明
書
を

添
付
し
、
当
該
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以

添
付
し
、
当
該
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以

内
（
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
当
該
特
定
動
物
の

内
（
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
当
該
特
定
動
物
の

譲
渡
し
又
は
引
渡
し
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
ま
で
と
す
る
。
）
に

譲
渡
し
又
は
引
渡
し
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
ま
で
と
す
る
。
）
に

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）
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ニ

学
校
教
育
法
第
九
十
二
条
に
規
定
す
る
教
授
、
准
教
授
、
助
教
若
し
く

ニ

学
校
教
育
法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
教
授
、
助
教
授
、
助
手
若
し
く

は
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
試
験
研
究

は
講
師
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
研
究
者
が
自
己
の
試
験
研
究

に
供
す
る
た
め
に
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
特
定
動

に
供
す
る
た
め
に
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
特
定
動

物
の
種
類
ご
と
に
別
表
第
三
欄
に
定
め
る
部
位
に
規
格
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ

物
の
種
類
ご
と
に
別
表
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